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一

 

は
じ
め
に

 

 

日
本
史
の
授
業
で
鎌
倉
時
代
の
説
明
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
に
鎌

倉
の
歴
史
は
授
業
で
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
こ
の
た
め
、
都
市
鎌
倉

自
体
が
衰
退
し
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い

る
の
は
生
徒
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
一
般
書
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

等
も
鎌
倉
時
代
の
鎌
倉
の
説
明
を
対
象
と
す
る
も
の
は
殆
ど
で
あ
り
、
そ
れ
以

降
の
鎌
倉
を
対
象
と
す
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
至
っ
て
も
鎌
倉
は
そ
の
政
治
的
生

命
が
失
わ
れ
た
訳
で
は
無
か
っ
た
。
鎌
倉
府
と
い
う
東
国
十
カ
国
を
統
治
す
る

機
関
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
長
官
の
鎌
倉
公
方
は
室
町
将
軍
に
匹
敵
す
る
権
限
を

約
百
二
十
年
余
り
も
行
使
す
る
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
も
依
然
と
し
て
鎌
倉
は
、

東
国
の
政
庁
で
有
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
近
年
こ
う
し
た
反
省
か
ら
、
徐
々
に

室
町
時
代
の
鎌
倉
府
や
都
市
鎌
倉
を
描
こ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、

事
実
本
稿
も
こ
れ
ら
の
先
学
の
成
果
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

き
た
い
。 

 
 

又
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
中
世
の
鎌
倉
を
授
業
で
採
り
上
げ
る
と
き
に

は
、
ど
う
し
て
も
幕
府
に
仕
え
る
武
士
の
動
き
が
中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
商
業
地
区
に
集
う
庶
民
や
寺
院
の
僧
侶
た
ち
の
生
活
実
態
と
い
う
の
は
な

お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
。
特
に
禅
宗
僧
侶
た
ち
に
関
し
て
は
、
授
業
に
お
い
て

も
「
座
禅
を
主
と
す
る
修
行
」
、
「
五
山
文
学
」
な
ど
の
文
化
史
で
簡
単
に
扱

う
程
度
で
あ
る
。
日
本
史
を
学
ぶ
生
徒
に
と
っ
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に

く
い
、
最
も
悩
ま
し
い
存
在
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
自
ら
の

反
省
に
基
づ
い
て
、
室
町
時
代
の
鎌
倉
寺
院
を
解
明
し
て
行
き
た
い
。 

 

今
回
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
、
寺
社
領
に
着
目
し
、
鎌
倉
幕
府
と

い
う
保
護
者
を
失
っ
た
鎌
倉
寺
院
が
、
そ
の
経
営
を
維
持
す
る
た
め
、
新
た
な

鎌
倉
府
権
力
の
支
配
下
で
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
う

か
が
い
た
い
と
思
う
。
な
お
、
鎌
倉
の
中
心
に
鎮
座
す
る
鶴
岡
八
幡
宮
は
、
現

在
は
神
社
で
あ
る
が
、
当
時
は
八
幡
宮
寺
で
あ
っ
て
、
神
職
よ
り
も
僧
侶
が
多

数
を
占
め
る
神
仏
習
合
の
寺
院
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
大
き
な
枠
組
み

で
「
鎌
倉
寺
院
」
と
し
て
考
え
て
行
き
た
い
。
な
お
本
報
告
の
末
尾
に
関
係
地

図
を
付
し
た
。
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

  

二

 

鎌
倉
府
と
寺
社

 

 

一
三
三
三
（
元
弘
三
）
年
五
月
二
十
二
日
、
鎌
倉
は
新
田
義
貞
軍
の
攻
撃
を

受
け
、
北
条
高
時
以
下
一
族
は
東
勝
寺
で
自
害
、
百
五
十
年
余
り
に
及
ん
だ
鎌

倉
幕
府
は
こ
こ
に
滅
亡
し
た
。
こ
の
新
田
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
鎌
倉
の
由
比
ガ

浜
・
材
木
座
海
岸
か
ら
大
町
一
帯
の
商
業
地
帯
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
が
、

鶴
岡
八
幡
宮
寺
や
建
長
寺
・
円
覚
寺
な
ど
北
鎌
倉
の
寺
院
群
は
幸
い
に
そ
の
焼

亡
を
免
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
ち
な
み
に
鎌
倉
時
代
末
期
の
一
三
二
三
（
元
亨
三
）
年
十
月
、
円
覚
寺
で
催

さ
れ
た
北
条
貞
時
十
三
年
忌
法
要
の
史
料
（
『
神
奈
川
県
史
』
史
料
編
２ 

二

三
六
四
号
）
に
お
い
て
は
、
建
長
寺
の
僧
侶
は
三
八
八
人
、
円
覚
寺
の
そ
れ
は

三
五
〇
人
を
数
え
て
い
る
が
、
更
に
半
世
紀
を
下
っ
た
南
北
朝
期
末
期
の
一
三



八
三
（
永
徳
三
）
年
、
円
覚
寺
黄
梅
院
に
お
け
る
夢
窓
疎
石
の
三
十
三
年
忌
法

要
に
参
加
し
た
円
覚
寺
の
「
大
衆(

僧
侶)

」
は
、
一
一
四
五
人
と
い
う
驚
く
べ

き
人
員
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
３ 

四
九
三

三
号
、
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
史
料
は
、
『
神
』
○
○
号
と
略
す
）
。
南
北
朝

の
内
乱
に
あ
っ
て
も
、
鎌
倉
禅
宗
寺
院
は
規
模
を
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

円
覚
寺
一
寺
院
だ
け
で
も
こ
の
よ
う
な
規
模
で
あ
っ
た
か
ら
、
足
利
氏
の
よ

う
な
権
力
者
に
師
事
さ
れ
る
よ
う
な
高
僧
や
名
僧
か
ら
寺
院
の
雑
事
を
行
う
従

者
ま
で
を
含
め
る
と
、
都
市
鎌
倉
に
生
活
す
る
僧
侶
の
総
数
は
、
武
家
や
庶
民

と
比
較
し
て
も
決
し
て
引
け
を
と
ら
な
い
相
当
な
数
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 
 

し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
と
い
う
事
態
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
鎌
倉
寺

院
の
最
大
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
北
条
家
か
ら
経
済
的
な
援
助
が
受
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
鎌
倉
の
諸
寺
院
は
、
経
営
の
危
機
に
直
面
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
建
武
新
政
か
ら
室
町
幕
府
の
成
立
、
と
激
変
す
る
政
局
に
対
応

す
る
た
め
、
僧
侶
た
ち
も
世
俗
の
世
界
と
無
縁
で
は
生
き
て
行
く
訳
に
は
い
か

な
か
っ
た
。
新
し
く
東
国
の
支
配
者
と
な
っ
た
鎌
倉
府
の
主
鎌
倉
公
方
足
利
氏

や
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
関
東
管
領
上
杉
氏
ら
と
如
何
に
対
峙
し
て
行
く
か
が
、

緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

足
利
氏
と
禅
宗
寺
院
の
結
び
付
き
は
、
夢
窓
疎
石
と
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟

と
の
師
弟
関
係
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
足
利
氏
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
な
っ

て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。 

 

鎌
倉
府
に
お
い
て
も
夢
窓
疎
石
の
弟
子
の
義
堂
周
信
は
、
教
科
書
に
も
採
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
五
山
文
学
を
代
表
す
る
文
化
人
で
あ
る
が
、
初
代
鎌
倉
公

方
足
利
基
氏
に
請
わ
れ
て
鎌
倉
に
下
向
し
て
二
十
年
余
り
滞
在
し
、
そ
の
親
交

を
深
め
て
い
る
。
又
、
基
氏
子
息
の
二
代
公
方
氏
満
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
義

堂
よ
り
帝
王
教
育
を
受
け
て
お
り
、
成
人
後
も
鎌
倉
府
の
諸
行
事
に
義
堂
が
随

行
す
る
こ
と
が
史
料
に
散
見
さ
れ
る
。
公
方
以
外
に
も
関
東
管
領
上
杉
氏
や
政

所
執
事
で
あ
っ
た
二
階
堂
氏
等
、
鎌
倉
府
関
係
者
に
も
教
え
を
請
う
も
の
が
多

数
存
在
し
た
。
当
然
そ
の
影
響
は
、
武
士
の
私
生
活
だ
け
で
な
く
、
鎌
倉
府
の

諸
政
策
（
特
に
宗
教
政
策
）
に
ま
で
深
く
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
よ
う
。 

 

こ
う
し
た
鎌
倉
府
と
鎌
倉
寺
院
と
の
密
接
な
関
係
は
、
戦
乱
を
経
て
室
町
期

の
安
定
期
を
迎
え
る
と
、
儀
礼
の
面
に
も
表
れ
て
く
る
。 

 

室
町
幕
府
が
一
三
四
二
（
康
永
元
）
年
、
中
国
の
南
宋
の
制
度
に
倣
っ
て
禅

宗
寺
院
の
寺
格
を
定
め
、
鎌
倉
で
も
五
山
と
し
て
、
建
長
寺
・
円
覚
寺
・
寿
福

寺
・
浄
智
寺
・
浄
妙
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、

具
体
的
に
鎌
倉
府
の
支
配
下
で
各
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。 

 

鎌
倉
府
が
最
も
繁
栄
し
た
時
期
の
儀
礼
作
法
や
年
間
の
定
例
行
事
を
記
し
た

と
い
う
史
料
に
、
『
殿
中
以
下
年
中
行
事
（
鎌
倉
年
中
行
事
）
』
と
い
う
故
実

書
が
あ
る
。
こ
の
中
に
鎌
倉
府
の
定
例
行
事
、
特
に
正
月
初
め
の
公
方
と
の
対

面
儀
式
の
中
に
多
数
の
鎌
倉
寺
院
が
登
場
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
登
場
す
る
寺
社
が
一
定
の
序
列
に
従
っ
て
、
公
方
と
の
対
面
や
参
詣

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
寺
が
そ
の
筆
頭
で
、
鎌
倉
時

代
以
来
、
東
国
武
士
の
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
て
い
た
同
社
寺
は
、
室
町
期
に

あ
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
崇
敬
を
受
け
て
い
た
。
ち
な
み
に
二
月
の
日
取
り
に
は
、

今
度
は
公
方
が
八
幡
宮
寺
に
参
詣
す
る
事
に
な
っ
て
い
た
。 

 
続
く
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
勝
長
寿
院
は
、
源
頼
朝
が
父
義
朝
の
菩
提
を

弔
う
た
め
に
建
立
し
た
源
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
が
、
今
は
廃
絶
し
て
詳
細

を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

鎌
倉
府
の
武
運
長
久
や
繁
栄
を
祈
る
祈
祷
僧
が
参
内
し
た
の
に
続
い
て
、
十



六
日
に
は
建
長
寺
・
円
覚
寺
以
下
の
禅
宗
寺
院
が
多
数
参
内
し
て
い
る
の
が
注

目
さ
れ
る
。
更
に
二
月
に
入
る
と
公
方
は
浄
妙
寺
（
中
興
開
祖
足
利
貞
氏
）
や

長
寿
寺
（
足
利
尊
氏
開
祖
説
）
、
瑞
泉
寺
（
初
代
公
方
基
氏
墓
所
）
、
永
安
寺

（
二
代
公
方
氏
満
墓
所
）
、
勝
光
院
（
三
代
満
兼
墓
所
）
な
ど
所
縁
の
禅
宗
寺

院
に
赴
い
て
焼
香
す
る
。
七
月
十
五
日
に
は
建
長
寺
施
餓
鬼
を
聴
聞
し
、
二
十

四
日
に
は
同
寺
の
開
山
忌
も
聴
聞
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鎌
倉
府
の
主
な
保
護
対
象
は
八
幡
宮
寺
と
禅
宗

寺
院
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
日
蓮
宗
な
ど
の
宗
派
は
基
本
的
に
除
外
さ
れ
て
い

た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
歴
代
の
鎌
倉
公
方
は
こ
れ
ら
の
寺
院
の
経
済
的

保
護
の
一
環
と
し
て
、
所
領
を
鶴
岡
八
幡
宮
寺
や
建
長
寺
・
円
覚
寺
に
寄
進
し

て
い
く
の
で
あ
る
。 

 
 
 

 
 

三

 

鎌
倉
府
の
寄
進
政
策

 

 

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
当
時
の
鎌
倉
府
内
部
に
お
い
て
、
公
方
を
は
じ
め
と

す
る
禅
宗
へ
の
傾
倒
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
諸
史
料
よ
り
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。 

 

だ
が
、
公
方
足
利
氏
の
禅
宗
信
仰
へ
の
崇
拝
、
と
言
う
一
側
面
だ
け
で
所
領

寄
進
な
ど
の
経
済
的
保
護
を
説
明
し
て
し
ま
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の

と
お
り
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
、
守
護
や
在
地
領
主
ら
武
家
に
よ
る

寺
社
の
所
領
へ
の
侵
食
は
激
し
く
、
こ
の
状
況
下
で
公
方
が
自
己
の
所
領
か
ら

数
多
く
の
所
領
を
寺
院
へ
寄
進
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
っ
て
、
有
名
無

実
化
し
か
ね
な
い
。
寺
社
へ
の
寄
進
行
為
を
も
う
少
し
別
の
側
面
よ
り
理
解
す

る
必
要
が
有
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
一
つ
の
解
答
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
「
仏
陀
施
入

之
地
不
可
悔
返
（
通
称
仏
陀
法
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
紹
介
さ
れ
た
笠
松
宏
至

氏
に
よ
れ
ば
、
「
中
世
の
法
慣
習
と
し
て
、
一
度
仏
領
・
神
領
と
な
っ
た
所
領

は
、
以
後
人
給
に
は
決
し
て
戻
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
も
の
で
、
厳
然

た
る
実
効
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

近
年
、
こ
れ
を
受
け
る
形
で
海
津
一
朗
氏
は
、
鎌
倉
時
代
の
北
条
得
宗
権
力

が
、
没
収
し
た
他
の
御
家
人
の
所
領
を
得
宗
家
が
尊
崇
す
る
鎌
倉
寺
社
領
に
積

極
的
に
寄
進
し
て
い
た
意
図
を
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
得
宗
権

力
の
寺
社
へ
の
寄
進
行
為
が
、
得
宗
に
領
地
を
奪
わ
れ
た
側
＝
御
家
人
・
在
地

領
主
の
「
旧
領
回
復
運
動
の
動
き
を
封
ず
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
、

誠
に
魅
力
あ
る
説
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
通
称
仏
陀
法
」
の
論
理
は
、

鎌
倉
公
方
の
禅
宗
寺
院
へ
の
所
領
寄
進
行
為
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
例
で
み
て
み
た
い
。 

 
 

一
三
八
二
（
永
徳
二
）
年
二
月
、
二
代
公
方
氏
満
は
、
こ
れ
ま
で
の
久
良
郡

久
友
郷
（
現
在
の
横
浜
市
の
一
部
）
の
替
わ
り
と
し
て
、
下
河
辺
荘
高
柳
郷

（
現
在
の
栗
橋
町
あ
た
り
）
を
鶴
岡
八
幡
宮
寺
に
寄
附
し
た
（
『
神
』
四
八
八

五
号
）
。
こ
こ
に
は
公
方
氏
満
の
所
領
政
策
の
経
過
が
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
武
蔵
国
久
良
郡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
打
倒
に
功
績
の
あ
っ
た

足
利
尊
氏
が
、
建
武
新
政
権
よ
り
恩
賞
地
と
し
て
拝
領
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
久
良
郡
中
の
久
友
郷
は
一
三
六
五
（
貞
治
四
）
年
七

月
の
将
軍
足
利
義
詮
の
書
状
（
『
神
』
四
五
四
七
号
）
に
は
「
故
御
所
（
＝
尊

氏
）
一
圓
御
寄
附
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
鶴
岡
八
幡
宮
寺
に
給
付

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
回
そ
の
代
替
地
と
し
て
寄
附
さ
れ
た

下
河
辺
荘
一
帯
は
、
一
三
八
一
（
永
徳
元
）
年
十
二
月
、
下
野
の
大
豪
族
小
山

義
政
が
、
公
方
に
反
旗
を
翻
し
た
た
め
に
こ
れ
を
討
伐
し
た
結
果
に
生
じ
た
没

収
地
で
あ
っ
た
。 

 

先
学
に
よ
る
と
、
当
時
東
国
の
集
権
的
支
配
を
目
指
す
公
方
足
利
氏
満
は
、



常
陸
の
小
田
氏
や
大
掾
氏
、
下
野
宇
都
宮
氏
な
ど
、
鎌
倉
時
代
以
来
関
東
各
地

に
蟠
踞
す
る
伝
統
的
豪
族
と
激
し
く
対
立
し
て
い
た
。
中
で
も
下
野
南
部
か
ら

武
蔵
中
央
部
に
ま
で
広
く
所
領
支
配
を
展
開
す
る
小
山
氏
は
氏
満
に
と
っ
て
最

大
の
障
害
で
あ
り
、
つ
い
に
一
三
八
〇
（
康
暦
二
）
年
、
小
山
義
政
が
居
城
の

鷲
城
・
祇
園
城
等
に
立
籠
も
っ
て
鎌
倉
府
に
叛
乱
を
起
こ
す
と
、
氏
満
は
関
東

八
カ
国
の
武
士
を
招
集
し
、
討
伐
の
軍
を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

問
題
は
、
こ
の
寄
進
行
為
の
意
図
で
あ
る
が
、
小
山
氏
討
伐
の
成
就
を
八
幡

宮
寺
に
感
謝
す
る
信
仰
心
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
、
と
み
る
こ
と
も
正
し
い
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
先
に
紹
介
し
た
い
わ
ゆ
る
「
通
称
仏
陀
法
」
に
拠
る
な
ら
ば
、

小
山
氏
の
旧
領
回
復
へ
の
途
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
鎌
倉
府
の
下
総

下
河
辺
荘
へ
の
勢
力
浸
透
を
狙
う
極
め
て
政
治
色
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と

評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
小
山
義
政
の
叛
乱
に
よ
っ
て

所
領
の
寄
進
を
受
け
た
の
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
ほ
か
、
義
堂
周
信
や
祈
祷
僧

頼
印
な
ど
、
多
く
の
鎌
倉
寺
院
・
僧
侶
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
公
方
の
新
た
な

占
領
地
に
鎌
倉
寺
社
の
所
領
を
混
入
さ
せ
、
在
地
の
地
侍
・
国
人
の
押
領
行
為

を
宗
教
の
法
理
で
封
じ
よ
う
と
す
る
こ
の
政
策
は
、
鎌
倉
時
代
の
北
条
得
宗
家

の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

 

だ
が
、
新
た
な
占
領
地
を
鎌
倉
寺
社
へ
分
配
し
て
事
が
済
ん
で
し
ま
う
ほ
ど

実
態
は
単
純
で
は
無
か
っ
た
。
寄
進
以
後
は
、
寺
社
の
所
領
に
対
し
て
鎌
倉
府

が
何
ら
の
影
響
力
も
残
さ
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
あ
ろ
う
。 

 
 

や
は
り
小
山
義
政
の
叛
乱
直
後
の
一
三
八
三
（
永
徳
三
）
年
正
月
二
十
六
日
、

公
方
氏
満
は
小
山
氏
に
与
同
し
た
武
士
で
あ
る
高
橋
三
郎
の
没
収
地
下
野
国
大

内
庄
内
東
田
井
郷(

現
在
の
益
子
町)

・
高
橋
郷(

現
在
の
芳
賀
町)

を
常
陸
国
の

鹿
島
神
宮
へ
寄
進
し
て
い
る
（
『
神
』
四
九
一
五
号
）
。 

 

一
三
八
五
（
至
徳
二
）
年
十
二
月
二
十
日
に
同
地
の
様
子
を
書
き
留
め
た

「
東
田
井
郷
・
高
橋
郷
百
姓
足
分
帳
案
」
（
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編 

Ⅰ
 

一

六
二
頁
）
に
は
、
年
貢
を
請
け
負
う
東
田
井
郷
の
百
姓
七
名
・
高
橋
郷
の
百
姓

十
五
名
の
名
前
と
共
に
「
御
神
領
方
（
＝
鹿
島
神
宮
領
）
」
と
折
半
し
て
「
御

公
領
方
」
と
い
う
表
現
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
鎌
倉
公
方
の

所
領
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
東
田
井
郷
・
高
橋
郷
は
寄
進
状
の

文
言
通
り
に
す
べ
て
が
鹿
島
神
宮
領
と
な
っ
た
訳
で
は
な
く
、
半
分
は
鎌
倉
府

の
収
入
と
し
て
残
し
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
年
貢
を
納
入
す
る
側
の
地

侍
や
百
姓
と
し
て
は
、
神
宮
領
・
公
方
領
一
体
と
し
て
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
。

権
力
機
構
が
宗
教
権
威
を
巧
み
に
利
用
し
て
在
地
支
配
に
臨
ん
だ
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
こ
れ
は
鹿
島
神
宮
の
例
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
寺
社
で
も
同
様
な
場
合
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

一
見
す
る
と
信
仰
心
の
篤
さ
を
示
す
よ
う
な
所
領
寄
進
の
行
為
の
背
後
に
は
、

東
国
に
鎌
倉
府
権
力
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
公
方
の
巧
妙
な
所
領
操
作
が
介

在
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

  
 

四

 

寺
社
側
か
ら
の
働
き
か
け

 

 
 

鎌
倉
時
代
に
北
条
得
宗
家
に
よ
っ
て
積
極
的
に
寄
進
さ
れ
た
鎌
倉
寺
院
の
所

領
は
、
全
国
各
地
に
散
在
し
て
い
た
が
、
六
十
余
年
続
い
た
南
北
朝
の
内
乱
の

中
で
遠
方
に
あ
っ
た
寺
領
は
、
在
地
武
士
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、
そ
の
経
営
は

困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
円
覚
寺
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。 

 

 

円
覚
寺
開
基
北
条
時
宗
の
墓
堂
が
あ
る
円
覚
寺
仏
日
庵
の
僧
侶
法
清
は
、
一

三
六
三
（
貞
治
二
）
年
四
月
、
庵
内
に
伝
え
ら
れ
た
絵
画
や
墨
跡
・
青
磁
な
ど

の

寺

宝
の

目

録
を

作

成
し
た

。

こ
れ

が

「
円

覚

寺
仏
日

庵

公
物

目

録
」

（
『
神
』
四
四
五
一
号
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
覧
す
る
だ
け
で
も
、
鎌
倉
時
代

に
円
覚
寺
が
、
寄
贈
を
受
け
た
り
買
い
求
め
た
調
度
品
・
美
術
品
の
数
の
多
さ



に
圧
倒
さ
れ
、
往
時
の
繁
栄
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
目
録
は
、
同
寺
が

中
国
文
化
の
発
信
基
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
文
化
史
的
に
も
貴
重
な

史
料
と
な
っ
て
い
る
。 

 

現
在
、
こ
の
公
物
の
大
部
分
が
円
覚
寺
の
手
元
を
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

こ
の
目
録
に
は
そ
の
経
緯
が
細
か
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

一
三
六
五
（
貞
治
四
）
年
二
月
、
「
墨
梅
絵
画
四
舖
」
は
越
前
山
本
荘
（
現

在
の
福
井
県
鯖
江
市
）
の
た
め
に
越
前
の
守
護
大
名
斯
波
高
経
に
贈
ら
れ
た
、

と
の
注
記
が
あ
る
。
山
本
荘
は
鎌
倉
後
期
の
一
二
八
六
（
弘
安
九
）
年
二
月
に

寄
進
を
受
け
て
い
た
ら
し
い
。
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
こ
の
時

期
に
横
領
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
「
山
水
図
一
對
」
は
一
三
六
三
（
貞
治
二
）
年
二
月
に
尾
張
国
富
田

荘
（
現
在
の
愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
あ
た
り
）
が
横
領
を
受
け
て
い
た
た
め
、

「
秘
計
」
を
も
っ
て
尾
張
の
守
護
大
名
で
あ
る
土
岐
直
氏
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。

富
田
荘
は
一
二
八
三
（
弘
安
六
）
年
に
北
条
時
宗
か
ら
寄
進
を
受
け
た
寺
領
の

中
で
も
屈
指
の
所
領
で
あ
っ
た
。 

 

遠
隔
地
の
所
領
を
維
持
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
管
轄
国
の
守
護
大
名
の
援
助

が
必
要
で
あ
っ
た
。
訴
訟
を
有
利
に
す
る
た
め
に
は
一
種
の
買
収
行
為
＝
「
秘

計
」
と
い
う
形
で
、
寺
宝
を
手
放
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
訴
訟
目
的
で
な
く
と
も
、
普
段
か
ら
権
力
者
に
対
し
て
相
応
の
接
待

が
必
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
目
録
の 

｢

被
進
方
々
佛
日
庵
繪
以
下
事｣

 
と

い
う
項
目
の
注
記
に
よ
る
と
、
「
四
聖
之
繪
」
や
「
犀
皮
圓
盆
一
對
」
な
ど
五

点
の
品
物
が
、
一
三
五
二
（
観
應
三
）
年
四
月
十
八
日
の
「
長
寿
寺
殿
入
御
之

時
、
依
御
引
出
物
不
足
、
被
進
副
之
」
と
あ
る
。
足
利
尊
氏
が
円
覚
寺
を
訪
問

し
た
と
き
に
引
き
出
物
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
寺
宝
の
中
か
ら
五
品

目
が
追
加
し
て
献
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
将
軍
家
（
＝
足
利
義
詮
）
の

「
御
所
望
」
に
よ
り
、
観
音
像
な
ど
二
点
の
寺
宝
が
進
呈
さ
れ
て
い
る
。 

 

ち
な
み
に
鎌
倉
府
の
関
係
者
で
は
、
初
代
鎌
倉
公
方
の
足
利
基
氏
や
そ
の
有

力
家
臣
で
あ
る
高
師
有
や
上
杉
左
馬
助
が
寺
宝
の
数
々
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

中
で
も
円
覚
寺
の
寺
務
や
訴
訟
を
公
方
へ
取
り
次
い
で
い
た
依
田
浄
昌
と
い
う

奉
行
人
が
、
胡
銅
花
瓶
一
双
や
香
炉
、
花
梨
木
茶
桶
一
對
な
ど
鎌
倉
府
の
重
臣

に
劣
ら
な
い
ほ
ど
の
高
価
な
品
々
を
受
け
と
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

足
利
氏
の
保
護
を
受
け
て
順
調
な
繁
栄
を
遂
げ
て
い
た
と
さ
れ
る
円
覚
寺
の

よ
う
な
大
寺
院
で
も
、
そ
の
寺
領
維
持
の
た
め
に
時
の
権
力
者
の
後
ろ
盾
が
必

要
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
相
応
の
「
見
返
り
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で

あ
る
。 

 

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
体
裁
を
も
構
わ
な
い
寺
院
か
ら
武
家
政
権
へ
の
熱
心
な

政
治
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
寺
社
領
へ
の
横
領
は
止
む
こ
と
が
無

か
っ
た
。
先
に
掲
げ
た
越
前
山
本
荘
は
つ
い
に
一
三
八
四
（
至
徳
元
）
年
を
最

後
に
円
覚
寺
の
記
録
か
ら
姿
を
消
す
。
ま
た
、
円
覚
寺
が
最
も
支
配
に
固
執
し

た
尾
張
国
富
田
荘
は
、
そ
の
後
も
地
侍
や
国
人
領
主
の
侵
略
が
続
き
、
更
に
は

守
護
で
あ
る
土
岐
一
族
ま
で
も
加
担
し
た
。
「
秘
計
」
を
も
っ
て
し
て
も
事
態

は
一
向
に
好
転
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

 

一
四
〇
一
（
応
永
三
）
年
六
月
、
つ
い
に
円
覚
寺
は
富
田
荘
支
配
を
一
年
に

限
っ
て
室
町
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
氏
の
所
領
で
あ
る
上
総
国
堀
代
郷
な
ど
三
ヶ

郷
（
千
葉
県
木
更
津
市
あ
た
り
ヵ
）
と
相
博
（
交
換
）
を
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
（
『
神
』
五
一
六
二
号
）
。
こ
れ
は
寺
家
よ
り
の
堅
い
「
御
所
望
」
の

結
果
で
あ
り
、
以
後
の
支
配
に
つ
い
て
は
追
っ
て
相
談
す
る
、
と
い
う
不
確
定

な
取
り
決
め
で
あ
っ
た
。
結
局
同
八
年
十
月
、
当
地
の
支
配
を
放
棄
し
、
伊
勢

氏
の
所
領
と
「
永
代
」
交
換
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
南
北
朝
の
内
乱
で
鎌
倉
時
代
に
寄
進
を
受
け
た
遠
隔
地
の
所
領



が
次
々
と
経
営
で
き
な
く
な
り
、
寺
院
経
営
は
危
機
を
迎
え
た
。
当
然
、
鎌
倉

府
か
ら
寄
進
さ
れ
る
近
隣
の
所
領
が
寺
院
の
財
政
基
盤
を
支
え
る
比
重
と
し
て

高
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
寺
院
か
ら
積
極
的
に
鎌
倉
府
権
力
に
一
体
化

を
目
指
そ
う
と
す
る
動
き
が
出
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。 

  
 

五

 
 

世
俗
で
活
躍
す
る
寺
院

 

 

鎌
倉
府
の
保
護
が
格
別
手
厚
い
円
覚
寺
の
よ
う
な
大
寺
院
で
も
所
領
支
配
に

苦
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
規
模
の
大
き
く
な
い
寺
社
の
経
営
は
、

さ
ら
に
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

金
沢
文
庫
で
名
高
い
称
名
寺
の
例
を
見
て
み
た
い
。
周
知
の
と
お
り
称
名
寺

は
、
北
条
氏
の
有
力
一
門
金
沢
北
条
実
時
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
以
来
、
鎌
倉

時
代
を
通
じ
て
同
氏
か
ら
手
厚
い
保
護
と
所
領
寄
進
を
受
け
て
来
た
。
だ
が
、

そ
の
金
沢
北
条
氏
が
鎌
倉
幕
府
と
共
に
滅
亡
し
た
た
め
、
南
北
朝
・
室
町
時
代

は
そ
の
所
領
経
営
に
苦
慮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
三
八
〇
（
康
暦
二
）
年

八
月
、
称
名
寺
は
、
遠
隔
地
で
経
営
が
困
難
で
あ
っ
た
加
賀
国
軽
見
郷
（
現
在

の
石
川
県
小
松
市
あ
た
り
）
の
支
配
を
断
念
、
先
の
円
覚
寺
の
例
で
見
た
と
同

様
、
室
町
幕
府
問
注
所
の
町
野
長
康
と
の
相
博
（
交
換
）
に
よ
っ
て
、
上
総
国

佐
貫
郷
（
現
在
の
千
葉
県
富
津
市
）
を
手
に
入
れ
て
い
る
（
『
神
』
四
八
五
〇

号
）
。
同
寺
は
一
三
八
三
（
永
徳
三
）
年
ご
ろ
に
佐
貫
郷
南
方
の
年
貢
の
内
訳

を
記
し
た
「
用
途
注
文
」
を
作
成
し
て
い
る
（
『
神
』
四
九
二
九
号
）
。
そ
の

年
貢
の
内
訳
の
一
つ
に
「
公
方
沙
汰
分
十
貫
〈
正
税
〉
」
と
い
う
記
載
が
見
え

る
。
お
そ
ら
く
同
地
の
収
入
の
中
で
、
鎌
倉
公
方
へ
納
め
る
年
貢
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。 

 

こ
の
注
文
を
検
討
さ
れ
た
福
島
金
治
氏
は
、
称
名
寺
の
役
割
を
「
佐
貫
郷
内

の
公
方
用
途
を
請
け
負
い
」
「
公
方
年
貢
の
徴
収
・
納
入
の
担
当
者
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。 

 

中
世
後
期
に
な
る
と
、
現
地
に
下
っ
て
現
地
の
地
侍
や
農
民
と
交
渉
し
た
り
、

年
貢
・
公
事
を
徴
収
し
て
領
主
へ
運
送
の
手
配
を
し
た
り
、
所
領
関
係
の
訴
訟

の
手
続
き
に
あ
た
る
、
と
い
う
「
雑
掌
」
と
い
う
役
職
の
中
に
僧
侶
の
進
出
が

著
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
福
島
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
年
貢
徴
収
の
能
力

が
、
鎌
倉
寺
社
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
方
側
も
ま
た
そ
の
能
力
に
注
目
し
た

可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

京
都
の
室
町
幕
府
に
あ
っ
て
は
、
経
理
に
明
る
い
禅
宗
寺
院
の
東
班
衆
と
い

う
組
織
が
、
積
極
的
に
現
地
の
雑
掌
と
し
て
年
貢
徴
収
に
携
わ
っ
て
お
り
、
室

町
将
軍
家
の
財
政
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
広
く
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
鎌
倉
府
の
財
政
の
詳
細
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ

確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鎌
倉
寺
院
が
室
町
幕
府
の
場
合
と
同
様
、
公
方
財
政

を
支
え
る
よ
う
な
側
面
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

一
四
二
四
（
応
永
三
十
一
）
年
十
二
月
、
称
名
寺
の
雑
掌
だ
っ
た
僧
侶
光
源

は
、
鎌
倉
時
代
の
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
以
来
、
寺
の
所
領
で
あ
っ
た
下
総

国
埴
生
荘
内
山
口
郷
並
び
に
南
栖
立
村
（
現
在
千
葉
県
成
田
市
あ
た
り
）
が
、

近
年
地
元
の
荘
官
と
の
紛
争
に
よ
り
支
配
が
困
難
な
様
子
を
訴
え
、
鎌
倉
公
方

の
「
御
裁
許
」
に
よ
っ
て
改
め
て
安
堵
を
賜
り
た
い
、
と
の
旨
を
申
し
出
た

（
『
神
』
五
七
三
四
号
）
。 

 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
光
源
が
「
政
所
方
御
料
所
」
と
し
て
寺
に
預
け

て
い
た
だ
き
た
い
、
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
御
料
所
」
と
「
御
」
の

字
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
政
所
御
料
所
」
と
は
、
鎌
倉
府
財
政
を

司
る
政
所
の
所
領
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
光
源
は
鎌
倉
時
代

以
来
の
称
名
寺
所
領
を
鎌
倉
府
の
御
料
所
に
編
入
し
た
う
え
で
、
改
め
て
自
身

に
そ
の
管
理
を
任
せ
て
欲
し
い
、
と
訴
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
在
地
領
主
の



寺
領
侵
略
に
対
し
、
鎌
倉
府
の
権
威
を
利
用
し
て
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る

光
源
の
積
極
的
意
図
が
う
か
が
え
よ
う
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
僧
侶
の
積
極
的
な
経
済
活
動
は
、
鎌
倉
府
権
力
と
寺
院
が
一
体

化
す
る
こ
と
で
そ
の
繁
栄
を
築
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
鎌
倉
府
の
支

配
が
東
国
に
強
固
に
浸
透
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
、
と
い
う
危

う
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

  

お
わ
り
に

 

 

一
四
三
八
（
永
享
十
）
年
に
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
が
滅
亡
（
＝
永
享
の
乱
）
、

約
一
世
紀
に
わ
た
る
鎌
倉
府
の
東
国
支
配
が
崩
壊
す
る
と
、
鎌
倉
寺
院
の
所
領

群
は
「
不
知
行
」
と
な
る
も
の
が
続
出
す
る
。
永
享
の
乱
に
引
き
続
き
、
十
五

世
紀
後
半
に
は
享
徳
の
乱
が
勃
発
、
関
東
は
応
仁
・
文
明
の
乱
に
先
ん
じ
て
一

足
早
く
戦
国
の
動
乱
に
突
入
し
て
い
く
で
あ
る
。
今
後
は
本
格
的
な
戦
国
時
代

に
突
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
鎌
倉
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
行
く
の
か
、

機
会
を
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

［
付
記
］ 

 

本
報
告
の
成
果
は
、
改
め
て
史
料
な
ど
を
掲
げ
、
『
神
奈
川
の
歴
史
を
読

む
』
（
山
川
出
版
社 

二
〇
〇
七
年
）
に
て
ま
と
め
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 

《
お
も
な
史
料
集
・
参
考
文
献
》 

 
 

茨
城
県
史
編
纂
中
世
部
会
編
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編Ⅰ

、
一
九
七
〇
年 

 

今
谷 

明
『
戦
国
期
の
室
町
幕
府
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年 

 

海
津
一
朗
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年 

 

笠
松
宏
至
『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
大
出
版
会
、
一
九
七
九
年 

 

蔭
木
英
雄
『
訓
注
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
年 

 

 

神
奈
川
県
企
画
調
査
部
県
史
編
集
室
編 

 
 

 
 

 

『
神
奈
川
県
史 

資
料
編
３
上
・
下
』
、
一
九
七
五
年 

 

神
奈
川
県
企
画
調
査
部
県
史
編
集
室
編 

 
 

 
 

 

『
神
奈
川
県
史 

通
史
編
１
』
、
一
九
八
一
年 

 

鎌
倉
市
史
編
纂
委
員
会
編 

 
 

 
 

 

『
鎌
倉
市
史 

総
説
編
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年 

 

鎌
倉
市
史
編
纂
委
員
会
編 

 
 

 
 

 

『
鎌
倉
市
史 

社
寺
編
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年 

 

佐
藤
博
信
「
『
殿
中
以
下
年
中
行
事
』
に
関
す
る
一
考
察
」 

 
 

 
 

 

『
民
衆
史
研
究
』
一
〇
号
、
一
九
七
二
年 

 

田
辺
久
子
『
乱
世
の
鎌
倉
』
か
ま
く
ら
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年 

 
 

田
辺
久
子
『
関
東
公
方
足
利
四
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年 

 
 

貫 

達
人
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
』
有
隣
堂
、
一
九
九
六
年 

 

福
島
金
治
『
金
沢
北
条
氏
と
称
名
寺
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年 

 

松
尾
剛
次
『
中
世
都
市
鎌
倉
の
風
景
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年 

 

松
尾
剛
次
『
中
世
都
市
鎌
倉
を
歩
く
』
中
公
新
書
、
一
九
九
七
年 

 
 

峰
岸
純
夫
『
中
世
の
東
国 

地
域
と
権
力
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
九
年 

 

山
田
邦
明
『
鎌
倉
府
と
関
東
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年 

 
 

山
田
邦
明
「
室
町
時
代
の
鎌
倉
」
五
味
文
彦
編
『
中
世
を
考
え
る 

都
市
の

 
 

 
 

 
 

中
世
』
所
収 

 

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年 

 
渡
辺
世
祐
『
関
東
中
心
足
利
時
代
の
研
究
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
一
年 

  



 

 


